
手続きの方法及び必要な書類等 （実線矢印太文字等で示されたものは、借受人がやるべき手続きです。）
（注：①～⑭は融資を受けて排水設備工事をする場合の手続き順序の概要を示します。）

③　ア～ウをそろえて申込み

町（指定工事店も手続きを代行します。）
⑤　融資可否の通知

⑥　融資決定の通知
⑦　融資手続き開始依頼

⑧　必要書類をそろえて銀行等に
　融資（借入）手続きを行う

①排水設備工事の設計見積依頼

②排水設備工事の見積書提出

⑨融資決定を受けて契約締結し
排水設備の工事を行う。

⑪融資を受ける

⑬翌月より返済開始 （最終月を除き毎月５，０００円以上）

⑭年度ごとの部分返済後、又は完済後に利息相当額を町へ請求

※　町に提出する書類 ※　銀行等に提出する書類
（指定工事店も手続きを代行します。） （町からの融資あっせん後、借受人が銀行等で手続きをします。）

記号 項目 部数 記号 項目 部数
ア 水洗便所改造等資金融資申込書 １部 エ １部
イ 借受人の住民票謄本 １部 オ 借受人の所得証明書 １部
ウ 借受人の納税関係証明書 １部 カ その他銀行等が必要とする書類
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借
受
人

銀
行
等

計画確認申請と同時に申込みしてください。 ④　融資のあっせん（可否照会）

・
計
画
確
認
申
請
書

・
計
画
確
認
通
知
書

・
工
事
完
了
届

・
排
水
設
備
検
査
済
証

指
定
工
事
店

銀行等への融資申込書（約定書、印紙添付）

⑩検査合格後に融資依頼

⑫工事代金の支払




